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１．指定認知症対応型共同生活介護に関する事項  

（基準条例）  

「那珂川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」 

（平成 25年 3月 6日那珂川市条例第 9号）  

（指定基準）  

①「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」  

（平成 18年厚労省令第 34号） 

 ②「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」  

（平成 18年３月 31日老計発第 0331004号・老振発第第 0331004号・老老発第 0331017号）  

  

（介護報酬基準）  

①「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」  

（平成 18年厚労省告示第 126号）  

②「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」   

（平成 18年３月 31日老計発第 0331005号・老振発第第 0331005号・老老発第 0331018号）  

 

  

（１） 基本方針  

認知症対応型共同生活介護は、認知症の要介護者が、家庭的な環境と地域住民との交流の下で

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者

がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものである。  

＊ 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、共同生活住居において共同生活を送ること

に支障があると考えられることから、認知症対応型共同生活介護の対象とはならないもので

ある。  

  

（２） 人員に関する基準従業者の員数等（基準第 90条等）  

① サテライト型事業所の実施要件  

    以下の要件をすべて満たすこと。  

イ サテライト型事業所に係る事業者は、居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関す

る事業について３年以上の経験を有するものである必要があるが、指定認知症対応型共同生

活介護以外の事業の経験についても当該経験に算入できる。  

また、「３年以上の経験」については、当該指定日において満たしている必要があり、休

止等、事業を運営していない期間は除いて計算すること。  

ロ サテライト事業所は、本体事業所（認知症対応型共同生活介護事業所であって、サテライト

事業所に対する支援機能を有する事業所をいう。以下同じ。）を有する必要があるが、ここで

いう「支援機能を有する事業所」は、本体事業所が次のいずれかに 
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イ 訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。 

 

1 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

2 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように以下に掲げる措

置を講じなければならない。 

 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね 6 月に-回以上

開催するとともに、その結果について、介護従業者に周知徹底を図ること。 

事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施すること。 

*衛生管理については、以下の点に留意すること。 

イ 事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に

応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

ロ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等

については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等

が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講じること。 

ハ 空調設備等により事業所内の適温の確保に努めること。 

* 感染症が発生し、又はまん延しないように講するべき措置については、具体的に

は次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、他のサ-ビス事業者と

の連携等により行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会(以下「感染対策委員会」という。)であり、感染対策の知識を有する者を

含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を

有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成

メンバ -の責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当す

る者(以下「感染対策担当者」という。)を決めておくことが必要である。感染

対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね 6 月に 1 回以

上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応

じ随時開催する必要がある。 
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那珂川市高齢者支援課へ 

 







 

那珂川市高齢者支援課に提出すること。 





























































 

 

「那珂川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域 

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め 

る条例」                （平成 25 年 3 月 6 日那珂川市条例第 10 号） 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/inde

x_00010.html 

 

&  

&  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/i

ndex.html 

 

&  

&  

https://www.wam.go.jp/wamappl/KakokaigoServiceQA.nsf/aList?Open&sc=00& 

kc=0&pc=1 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252048.pdf 
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